
平成 25 年度 第２回救急業務のあり方に関する検討会 

議事録 

 

 

１ 日 時  平成 25 年 12 月 10 日（火） 14 時 00 分から 16 時 00 分 

 

２ 場 所  都道府県会館 101 大会議室 

 

３ 出席者 

メンバー 山本座長、阿真委員、有賀（雄）委員 代理緒方氏、大島委員、 

     酒井委員、坂本委員、島崎委員、鈴川委員、 

     高城委員代理溝杭氏 二宗委員、山口委員、横田（順）委員、 

     横田（裕）委員 

オブザーバー 梶尾課長 代理田中室長 

 

４ 会議経過 

 

 １ 開会［事務局］ 

 

 ２ 挨拶 

【武田審議官】 

 審議官の武田でございます。本日お集まりの皆様方には、いつも日ごろから救急業

務、救急行政に関しまして、ご支援、ご協力をいただいておりますことを厚く御礼を

申し上げます。また、本日は師走に入りまして、年も押し迫りつつある日程になって

しまいましたが、多くの方にご出席をいただきましたことに関しましても、厚く御礼

を申し上げたいと思います。さて、この救急業務のあり方に関する検討会でございま

すが、８月に第１回を開催いたしまして、関係各位、先生方から、救急業務の高度化、

消防と医療の連携、救急業務に携わる職員の教育のあり方、こういったテーマにつき

まして、大変ご熱心なご議論をいただいたところでございます。その後、職員の教育

につきましては、作業部会を開催させていただきまして、指導的立場の救急救命士の
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養成をはじめ、救急隊員、通信指令員といった方々の教育のあり方に関して、ご熱心

なご検討をいただいているところでございます。本日は、救急救命体制の整備・充実

の状況について実施いたしましたアンケート調査の結果でありますとか、搬送と受け

入れの実施基準につきまして、全国の都道府県に対して行ったフォローアップのため

のヒアリング結果、それからまた、今申し上げました作業部会における検討状況、こ

ういったことにつきましてご報告をさせていただきますとともに、多岐にわたる議題

につきまして、ご検討、ご審議をいただくこととしております。委員の皆様におかれ

ましては、さらなる救急業務の実施に向けて、各委員の専門的な知識、経験に基づく

忌憚のないご意見、ご指導を本日もいただけますようにお願い申し上げて、簡単では

ございますが私からのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 

 ３ 委員紹介 

 事務局より、委員の紹介が行われた。 

 

 ４ 議事 

【○○座長】 

 師走に入りまして、もう既に中旬でございます。もうあとちょうど３週間でこの

2013 年も終わるというところでございまして、何かとお忙しいところを大勢の委員の

先生方にご出席いただきまして、心から感謝申し上げたいと思います。そして、我々

のこの検討会は、先ほど審議官からのお話もありましたが、作業部会があり、作業部

会の下に班の会議、あるいはワーキンググループがありまして、その皆さんにも本当

にお世話になりました。心から感謝申し上げたいと思います。それでは、着座させて

いただきまして、早速議論に移っていきたいと思います。テーマごとに資料が区切ら

れておりますので、１つずつ進めていきたいと思っております。まず初めでございま

すが、「救急業務の高度化」でございます。これにつきまして、まず事務局から説明

を願いたいと思います。 

【川本補佐】 

 それでは、「救急業務の高度化」につきまして、資料１に従いまして説明させてい

ただきます。資料１をごらんください。１枚おめくりいただきまして、本日の議題に
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ついて、１の救急業務の高度化から６の今後のスケジュールまで６項目ありますが、

このうち１の救急業務の高度化について説明させていただきます。なお、２ページの

本あり方検討会の検討事項についての資料につきましては、第１回の検討会でお示し

したものと同じでございます。それでは、またもう１枚おめくりいただきまして、３

ページからが救急業務の高度化です。これに関しまして、救急業務の高度化を含む、

まず全項目にかかわる事項としまして、アンケートの実施とヒアリングの実施の概要

について、４ページから５ページにかけて説明させていただきます。４ページをご覧

ください。アンケート調査の実施についてということで、事務局におきましては、都

道府県における救急救命体制の整備・充実や地域のメディカルコントロール体制等の

実態について、都道府県、消防本部、都道府県ＭＣ、地域ＭＣに対して、書面による

アンケート調査を実施しました。調査項目としましては、下に書いてございますよう

に、消防と医療の連携、救急業務の高度化としてＩＣＴの活用、応急手当普及啓発、

消防本部やＭＣ協議会の体制、ＭＣ協議会の活動、消防本部やＭＣ協議会における教

育体制というふうに、本あり方検討会の検討項目に沿う形で行っております。次に５

ページをお開きください。また事務局におきましては、今回新たな取り組みといたし

まして、全 47 都道府県に対して、ヒアリングを実施しました。都道府県におきまし

ては、消防主管部局のほか、衛生主管部局にも出席いただき、可能な場合については、

都道府県の代表消防本部にも同席していただきました。また、厚生労働省にもご出席

いただきました。ヒアリング項目としましては、下にございますように、「搬送時間

の延伸化」や「選定困難事案の発生」に対する取り組み、「搬送時間の短縮」や「病

院照会回数の減少」等実施基準の運用によって現れている効果、消防法に基づく法定

協議会やＭＣ協議会等の運営に関する「消防側と医療側の連携」に関する事項、各都

道府県の救急搬送や受入体制における特徴的な取り組みについて、各都道府県のご担

当者とキャッチボールをしながら、ヒアリング、生の声を聞かせていただきました。

６ページをごらんください。昨年度のあり方検討会での検討結果をもとに、第１回の

本検討会におきまして、救急業務において活用されるＩＣＴの標準的な機能について、

事務局案をお示しさせていただきまして、皆様にご議論いただき、この結果を踏まえ

まして、座長一任という形で座長にご相談の上、去る９月 13 日に、お手元の資料２

にございますように、通知を発出させていただきました。資料２をごらんください。

特にこの通知の内容として、資料２の裏面にございますように、自治体の先進事例を
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もとに、（１）多くの先進事例で取り組まれている機能と、（２）導入例は少ないもの

の、いくつかの先進事例で取り組まれている機能の２つに分けまして、紹介させてい

ただきました。前者としましては、医療機関情報共有機能、搬送実績情報共有機能、

また後者としましては、傷病者情報共有機能、緊急度判定支援機能、情報出力機能、

そして委員の先生のご発言をもとに活動記録分析機能を紹介し、来年度予算への反映

を含めた検討をしていただく上での参考として発出させていただきました。以上が通

知についての説明です。７ページをお開きください。このページは先ほど申し上げた

アンケートやヒアリングで集めましたデータをもとに、ＩＣＴの運用状況についてま

とめたものです。一概にＩＣＴといいましても、その機能につきましては理解に大き

な幅があるものですから、ここでは通知で示した「医療機関情報共有機能」や「搬送

実績情報共有機能」が、救急車内等で使用可能である場合、そして県内の全域ではな

く一部の地域でこのような機能が導入されていれば、「ＩＣＴを導入しているもの」

として集計いたしました。この結果、左の円グラフを見ていただきますと、現在ＩＣ

Ｔを導入している団体が 15団体あり、平成 24年度までにＩＣＴを導入した団体、こ

れは下の表にございます。これが県全域及び県一部地域を含めまして 10 団体あった

のですが、平成 25 年度以降にＩＣＴを導入している団体として、さらに大阪府、福

岡県、千葉県、和歌山県、兵庫県の合計５団体が加わりました。ＩＣＴの機能別の分

類につきましては、真ん中の右のグラフにございますように、「医療機関情報共有機

能」が 15団体中 14 団体と、ほぼ全団体で導入されておりまして、その次に「搬送実

績情報共有機能」が９団体と続いている状況でございました。次に８ページをご覧く

ださい。左の円グラフにございますように、ＩＣＴを導入している先ほどの 15 団体

に、導入の効果について調査しましたところ、９団体が効果が現れていると回答して

おります。具体的には、収容時間が短縮したとの佐賀県の回答や、病院選定時間また

は照会回数が短縮したとの大阪府や奈良県の回答、また各医療機関の受入状況の見え

る化で、病院相互の情報共有と意識向上が図られたとする大阪府の意見、また医療機

関の受入可否情報がリアルタイムで取得可能となったとする岐阜県の回答、さらに医

療機関に対し、救急患者の状態を事前に共有できるとする香川県の回答、さらにはレ

ポーティング機能により救急活動記録の作成負担軽減との福岡県の回答などが効果

として報告されております。一方、下の効果が現れていないというオレンジ色の表で

すが、システムの効果について十分な検証ができていないとの意見や、医療資源が少

4 



ない地域におきまして、ＩＣＴの効果が限定的との意見、さらに搬送時にタブレット

への入力が間に合わないなどの意見もございました。以上が効果についての意見の結

果でございます。９ページをお開きください。ＩＣＴの活用に係る課題と対策につき

ましてまとめたものでございますが、自治体からは財政的理由から導入が困難とする

団体や、医療資源が乏しい地域において、効果的な運用が見込めないとする団体もあ

る一方、今後ＩＣＴの導入を検討するという団体がふえているのは確かでございます。

このためＩＣＴ未導入の地域においては、今後システム導入の検討をするということ

を、こちらとしても支援していきたいと考えております。また、救急隊の入力項目の

最小化等により、救急活動上の負担を考慮したシステムを構築することや、定期的に

搬送実績や応需実績について、医療側と消防側で相互の情報入力を頻繁にするよう意

識を向上するなどの対応策が重要である、というような意見も聞かれました。これら

について、今後通知の発出等により、先進事例について全国へ紹介していきたいと考

えております。なお、今後、具体的にＩＣＴの導入を検討している団体として、福島

県、埼玉県、富山県、高知県がございます。以上が「救急業務の高度化」についての

事務局の説明でございます。 

【○○座長】 

 ありがとうございました。それではいかがでございましょうか。今、「救急業務の

高度化」についての事務局からの説明をお願いしたところでございますが、委員の先

生方のご質問を受けたいと思います。どこからでも結構でございます。私からちょっ

と一つ質問をさせていただきたいのは、業務高度化のＩＣＴの導入のところですが、

全県というのと一部地域というのがありますけれども、一部地域というのが 24 年ま

でに４団体、25 年で３団体。これは一部というのは具体的にはどういうことを言って

いるのでございましょうか。 

【川本補佐】 

 一部地域についてですが、県内の一部の消防本部についてのみ利用を開始している、

そのようなことを主に指しております。 

【○○座長】 

 ということは、１つの消防本部でもスタートしていること。 

【川本補佐】 

 はい。１つだったり２つだったり、全部でないという場合を下に示してございます。 
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【○○座長】 

 ありがとうございます。いかがでございましょうか。私は 15 団体も既にＩＣＴが

導入されているというのは、どんどん進んでいるなという気もいたしますが、ただ一

部だけということになると、これがどうなっているのかなという気がいたしますけれ

ども、いかがでございましょうか。○○先生、手が挙がりました。 

【○○委員】 

 ８ページですが、ＩＣＴの導入で効果がどうでしょうかという円グラフのところで、

「現れている」に対して「現れていない」というのが意外と多い。要はＩＣＴを導入

する限りは、結構有用だよねというのを期待したいところですが。何を言いたいかと

いいますと、導入をしてよかったというのはそれでいいとしまして、導入はしたけれ

どもやはり課題がありますよという点をしっかりと集約して、新たに導入していくと

ころは、それを改善できるようなプログラムだとか、あるいは運用の仕方だとか。そ

ういう意味では最後のページに、今後いろいろな通知で先進事例を発出していこうと

いうことですが、どうしてもこういうときは先進事例のいい点、いいことがありまし

たというのが前面に出やすい。だけど、こういう点はしっかり改善をする、運用上こ

ういうふうにするとか、あるいはプログラムを組むときはこうしないとうまいことい

かなかったという先例がありますよ、といったのを全国開発者が共有できるようにし

ないと、隣の県が失敗したことをこちらの県がもう一回失敗するということが起こる

だろうと思います。その辺をやはり正直に、しっかりとヒアリングをして、何がまず

かったか、お金がもしあれば次はどういうふうに改善しますか、というようなことま

で収集していただきたいと思います。といいますのは、現在、大阪府一部地域でなさ

れているのを、全域に順次持っていっている段階でありますので、その段階で来年度

の救急医療情報センターのプログラムとともに変えようとしているのですが、うまく

いかなかったらどこがうまくいかなかったのか、今度同じ失敗をしないようにしまし

ょうねと言っても、余り手持ちのネタがないというのが現実ですので、ひとつよろし

くお願いしたいと思います。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。とても大事なところだと思います。それから、こういうＩ

ＣＴの活用というのは、大きな消防本部と小さな消防本部では全く様相が違うのでは

ないかという気がいたしますが、特に東京とか大阪とか大きなところがどんどん進ん
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でいるというのも、よかったなというふうには思います。いかがでございましょうか。

どうぞ、○○先生。 

【○○委員】 

 今の○○先生のご質問にも関係するのですが、８ページの効果が現れていないとい

うところで、３つ目のポチのリアルタイムでの応需情報の入力が困難というのは、こ

れはこの事業の研究段階からずっと問題になっていた部分だと思います。これについ

てさまざまな地域で救急隊が入力するであるとか、あるいは搬送実績情報のほうから

反映させるとか、さまざまな試みでこれを解決しようということが、この 15 地域の

中で行われていると思いますが、この辺は実際に現実として更新状況がどうであるの

か。その取り組みで有効なものはどんなものであったのかということは、ぜひ今後続

くところには知らせていただければと思います。それからもう一つは、15 地域の中で、

「医療機関情報共有機能」というのは、７ページで見るように 14 地域ですから、こ

れが一番基本的な機能だと思いますが、９つの地域で「搬送実績情報共有機能」とい

うのを使っていて、これはよその病院から、隣の病院がさっき受けたばかりだという

のが見えるようになるという効果だと思いますが、これについてやはりそれが実際に

かなり情報として有用なのかどうか。「現れている」というところと「搬送実績情報

共有機能」を持っている地域がかなりダブっているのか、余りそれとは関係ないのか

という辺も、もしわかれば教えていただければと思います。 

【○○座長】 

 いかがでしょうか。 

【川本補佐】 

 「搬送実績情報共有機能」について、９団体について今後深く掘り下げて、この搬

送実績の情報を共有することによってどんな利点があるのかということについて、ち

ょっと詳しく聞いてみたいと思います。現時点において、数値を統計したということ

で、精査中でございますので、この部分について確認したいと思います。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。これは共有することによって、今、Ａ病院に１時間前に、

あるいは 30 分前に入ったから処置中だろう、というふうに皆さんが考えていただく

というところで、非常に重要ではないかと私も思っておりますが。○○先生、どうぞ。 

【○○委員】 
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 このＩＣＴに関しては、都道府県及び消防本部を対象にアンケートの用紙を送付し

たということだと思います。実際地域によっては病院前と病院群が連携をして、かな

り進化した形のＩＣＴを構築している地域があります。例えば埼玉利根保健医療圏地

域医療ネットワークシステムという、これは前回も私はこの会でお話ししたと思いま

すが、病院前と病院の情報がお互い見られ、地域で１個の病院というようなイメージ

のシステムです。そういうところも実際はあるようなので、今後このＩＣＴという考

え方の中には、病院前だけではなくて、病院の中の情報もアンケートの対象として、

拡大してもいいのかなと思いました。以上です。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。埼玉県利根というのは、今の７ページの表の中には入って

いないわけですが、これは埼玉の場合はそれでもよろしいのでしょうか。後で調べて

おいていただきたいと思いますが。 

【川本補佐】 

 当方で聞いている話では、９ページにございますように、埼玉県については、今年

度中に全消防本部にタブレット端末を配置予定というふうに聞いているのですが、こ

れと今先生のおっしゃった利根地域のＩＣＴの活用について、事実関係を確認したい

と思います。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。ほかにいかがでございましょうか。どうぞ遠慮なく。消防

の皆さんもいかがでしょうか。遠慮しているような感じがしますが。手が挙がってい

ます。どうぞ。 

【○○委員】 

 山形県の○○です。先ほど最初に○○先生からありましたとおり、既に先行されて

いるところの開発段階で、開発の中でどういうところに問題点、課題があって、それ

にどういうふうに対応してきたのか。その結果どうなったのか。あと運用してまだ間

もないところが多いということですので、運用後に当初予定していた効果が発揮され

たのかどうか。そういったところも継続的に情報を提供していただければと思ってお

ります。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。投資額が非常にかさばるところが、金銭的な経済的なとこ
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ろの問題点もあるのだろうと思いますが、ＩＣＴ運用の中には、スマホを使って行っ

ているというところもあります。どういう形であれ、どんどん高度化に進んでいくと

いうことが大事なのではないかと思いますが、いかがでございましょうか。どうぞ。 

【○○委員】 

 今、委員長のほうからお話がありましたが、大阪市の場合、スマホを使ってやらせ

ていただいております。大阪府全体としてスマホを使ってやっておりますが、やって

おられるところによってはタブレットのところもあるかと思います。今後進めていか

れるところもあると思いますが、先ほども○○先生のお話にありましたとおり、我々

がやっている中でもまだ完全ではありません。またいろいろな問題点も出てきており

ます。そういった中で、全国の情報を聞かせていただく。あるいはこれからやってい

かれるところについて、どういう形でやっていこうかという、その辺の先進の考え方

がございましたら、参考にさせていただいて、どんどん改善していきたいと思ってい

ますので、また情報をよろしくお願いいたします。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。どうぞ、消防本部の皆さん。東消から、○○さんどうぞ。 

【○○委員代理○○氏】 

 本日、部長が議会対応のために出席できないということで、代理で来ております。

東京消防庁の○○でございます。うちのほうもＩＣＴということで、病院端末を含め

て、今車の中に積んでやっているという状況でございます。ただ、ここに効果が現れ

ていないというような部分になるかちょっとわかりませんが、やはり医療機関側のリ

アルタイムでの応需情報が入力困難ということで、これは病院側からの意見というこ

とだと思いますが、実際に連絡してみると、今ちょっと患者さんが入ってしまってだ

めなんだよというような話もあって、その辺がもっとリアルタイムにできればいいの

かなというのが現実的にはあるという状況でございます。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。まだここには書いていない消防本部の皆さんにお願いした

いと思いますが、札幌はいかがでございましょうか。○○さん、どうぞ。 

【○○委員】 

 これについては、札幌も今このアンケートの中では導入予定がないということ。北

海道がちょっと検討していることもありまして。ただ、先生方より先ほどからお話が
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ありましたとおり、リアルタイムの応需情報というところが、やはり医療機関がいろ

いろ厳しい状況の中でこれをどうやるかということは、札幌の場合でも大きな課題に

なります。この辺のところの取り組みが見えてくると、非常に札幌市も進めやすくな

りますし、やはり基本的に消防だけではなくて医療機関も、ウイン・ウインの関係と

いいますか、そういう状態になることが望ましいのかなということで、少し様子を見

させていただいている状況でございます。 

【○○座長】 

 全くそのとおりですね。今ご意見が出ました、消防だけでやるよりも、医療側のほ

うも何とか消防と協力しながら高度化を進めていくべきではないのか、というような

意見でございます。○○先生、どうぞ。 

【○○委員】 

 医療機関からの情報入力もある程度必要になってくるわけですが、これについて２

点確認しておくべきことがあります。まず、やっておかないといけないのは、２次の

救急医療機関に対する配慮です。、いろいろな患者さんの情報を整理するために入力

してくださいというためには、やはりもう少しデータが簡便で、最低必要なデータを

入れるような仕掛けというのがないと、なかなか入れてくれません。今、大阪でその

議論をやっています。むしろ救命センターなんかよりもはるかに数の多い、２次の救

急医療機関の救急外来に救急車で行った患者さんのデータ整理をするという意味に

おいて、こういう端末を利用すれば、データベース化として活用できますよ、という

ことが一つの仕掛けなのだろうと思います。２つ目の問題として、それをダイレクト

に突合するというのが、ＩＣＴ上で直ちにいいのかどうかです。これは個人情報の問

題と称して、医療機関側に抵抗がありまして、本当は患者さんのためになる情報を双

方から活用できるようにしましょうかということになったときに、今言ったようにセ

キュリティーの問題と、情報をどこまで出して有益なことが図れるのかということは、

しっかりと詰めないといけないと思います。このＩＣＴ化を国が進めていく中で、特

に９ページの（２）の３つ目の中ポチに、定期的に搬送実績や応需実績について医療

側と消防側で共有できることと。これは恐らくオフライン的な突合を言っているのか

もしれませんが、本当にオンライン的な形で共有していくときには、個人情報を含め

てそれをどういうふうに扱うべきか、ある程度指針を出されないと、恐らく地域でイ

の一番に最初始めるときに、そこでまずみんながつまずくことが多いので、よろしく
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お願いしたい。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。今の○○委員、あるいは○○委員のこのアイデアというの

は、次の「消防と医療の連携」というところに重なりますので、この辺で「消防と医

療の連携」のほうに移っていきたい。後からまた戻っても結構でございますので、い

かがでございましょうか。事務局から説明を願いたいと思います。 

【川本補佐】 

 それでは、資料１の 10 ページから、「消防と医療の連携」に関する事務局資料につ

いて、説明させていただきます。11 ページをお開きください。まず、消防法第 35 条

の８に基づく協議会、いわゆる法定協議会と呼ばせていただきますが、この法定協議

会の構成の状況について、アンケートやヒアリングの結果から、円グラフの左にあり

ますように、既存の都道府県ＭＣを法定協議会とした団体については、28 団体ござい

ました。また、都道府県以外の既存の協議会、例えば医療協議会などを法定協として

いる団体が８団体。その他、新規設立などが 11 あるとの結果が現れております。ま

た、真ん中の円グラフにつきましては、法定協の親会がどれぐらい開催されているか

についてまとめているものでございます。年「１回程度」が 25団体、「２回程度」が

16団体、「３回～５回」が６団体との回答でした。このように「１回程度」が 25団体

と半数以上を占める状況ではございますが、右の参考欄にございますように、法定協

の親会の下に作業部会やワーキンググループなどを設置して、各団体において機動的

に検討を行っている団体が多くあったという状況にあります。また、（２）の課題の

欄には、ヒアリング等から聴取されたものとして、法定協と県ＭＣのメンバーが同一

ではあるが、組織としては二枚看板で行っており、統一を考えているという団体とし

て栃木県や神奈川県が、また法定協の事務局を担当する県の消防や衛生部局の連携強

化が必要という意見について、三重県等から報告がありました。このため、地域の実

情を踏まえた、関係者間の連携による効率的な会議の運営が期待されます。それでは

12ページをごらんください。左の円グラフは、平成 24 年 10 月以降に、実施基準の見

直しを行った団体がどれぐらいあるかということを示しております。その結果として、

実施基準の見直しを行った団体が 29 あり、またその見直しの内容としましては、右

の横の棒グラフにありますように、医療機関リストの更新がやはり最も多いという状

況にございました。このため搬送・受け入れに係る事後検証の結果を、実施基準のブ
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ラッシュアップへ反映するなど、ルールの改善につなげていただくことが重要と考え

ております。次に 13 ページをお開きください。ここでは特に実施基準のうち、６号

基準でございます。受入医療機関の確保基準について、アンケート及びヒアリングの

結果を分析しました。まず、左の円グラフは、６号基準において具体的なルールを定

めているかについて調査したところ、41 団体が定めているとの回答でした。下に具体

的ルールの運用状況とありますが、地域において医療資源の不足等の問題はあるもの

の、多くの団体で実施基準の医療機関リストや６号基準に基づき、おおむね円滑な搬

送・受け入れが行われているとの状況と聞き取っております。また、精神科等につい

ては選定困難に陥りやすく、他の疾患とは別に精神科等に係る医療機関リストや６号

基準を策定している団体もあり、山形県や熊本県ではかかりつけ医、輪番病院等を考

慮して選定するよう、フロー化しているとの情報がございました。また、具体的なル

ールを定めていないと答えた団体について、埼玉県のように今後策定予定という団体

もあります。右の２つの円グラフは、６号基準について具体的なルールを定めている

41団体につきまして、（１）におきましては６号基準の適用要件について、また（２）

においては６号基準の内容を分析したものです。（１）の６号基準の適用要件につき

ましては、例えば照会回数４回以上とか、現場滞在時間 30 分以上の場合に適用する

など、具体的に定めているという団体が 29 ありました。また、（２）の６号基準の具

体的な内容につきましては、３次医療機関に最終受け入れや一次受け入れを要請する

としている団体が 31、またコーディネーターを配置したり３次医療機関に指示を仰ぐ

としている団体が６ありました。なお、右下にございますように、コーディネーター

の配置につきましては、東京都のように指令センターにコーディネーターを配置して

いるものや、また大阪府のように複数の救命センターに救命医を配置して、選定困難

事案に対応している例があるということでございました。次に 14 ページをご覧くだ

さい。実施基準の運用における効果と課題ということでまとめておりますが、まず左

の円グラフについては、実施基準の効果について、具体的な効果が現れているかとの

調査について、30の団体が何らかの効果が現れていると回答しております。その効果

の具体的な内容について、右に定量的な効果と定性的な効果ということで、分析して

おります。まず、（１）定量的な効果としましては、「受入照会回数の減少」について、

栃木県、山口県、奈良県等で回答がございました。また、「搬送時間の短縮」につい

て佐賀県で、さらに「３次医療機関への搬送件数の減少」について徳島県などにおい
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て報告されております。また、（２）定性的な効果につきましては、消防側の意見と

して、搬送ルールがつくられたことで、救急隊から病院への照会がしやすくなったと

いう意見が、また医療側におきましても、医療機関リストに掲載されることで、医療

機関の受入意識が向上したとの報告がありました。なお、実施基準の効果が現れにく

いと回答された団体からは、その背景情報や課題として、精神疾患や酩酊者、高齢者

施設からの搬送事案など、実施基準に具体的なルールが設けられていない搬送事案の

増加、そして６号基準に基づいて３次医療機関に最終受け入れや一次受け入れが行わ

れたとしても、その後の後方支援病院の体制が十分に整っておらず、３次医療機関へ

の負担増につながっているとの意見もありました。次に 15ページをお開きください。

ここでは主にヒアリングやアンケートから聞かれました、消防と医療、そして医療機

関同士の連携についての取り組みについて、紹介させていただきます。まず、総論的

なものとして、１番目にございますように、２次救急、専門科目の受け皿が少なく、

最後のとりでである３次救急に受け入れが集中しているため、その分散化を図るとと

もに、消防や３次と２次の医療機関をはじめ、関係機関が参加し、これらの主体の連

携を図る機会となっている、というような意見が多数ございました。次に、地域の活

発な連携の例として、２番にございますように、地域救急会議を四半期に１回のペー

スで開催することによって、３次及び２次の医療機関が意見交換を行い、互いに顔の

見える関係を構築しているということで、東京都の事例を紹介させていただいており

ます。さらに、精神疾患について、３番にございますように、消防と医療及び救急医

と精神科医が連携して、精神疾患を伴う救急患者への「対応マニュアル」を作成して

いるところ、というようなご報告が秋田県からありました。また、精神疾患について

ですが、精神疾患の救急医療について、電話相談や医療機関の紹介などを行う精神科

救急情報センターを設置して対応している、という事例が三重県から報告されており

ます。さらに高齢者への対応としまして、５番でございますが、超高齢者――超高齢

者とはここでは 85 歳以上を言っておられるようですが――の搬送について実施基準

に基づき、かかりつけ医については豊富な蓄積を持ちますため、これらの２次医療機

関の理解のもとに収容を依頼するなど、受け入れの分散化を図っている、という意見

が山形県のほうからありました。また、後方支援病院の確保について、６番にござい

ますように、救命センターで傷病者を一時的に受け入れるものの、その後に２次応需

当番病院へ搬送するというルール、いわゆる「相模原ルール」の運用に当たって、安
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定した後方支援病院の確保を図るため、引き続き議論を行っていく必要がある、とい

うことが神奈川県から報告されております。16ページに移りまして、周産期について、

７番でございますが、周産期母子医療センターにおいて、全センターに専用ＰＨＳ電

話機を配備し、担当医師同士を直接結ぶ「高度周産期ホットライン」を運用している

という事案について、福岡県から報告がありました。また、８番として、軽症者につ

いてですが、軽症者、頻回利用者、中毒等の選定困難事案について、福祉や警察との

連携も急務と考えている、という意見が佐賀県からありました。同じく頻回利用につ

いて９番目でございますが、地域救急会議において、消防・医療・福祉・警察等が連

携し、円滑な対応に向けた情報共有を行っている、という報告が東京都からありまし

た。また、急性薬物中毒やアルコール中毒への対応としまして、10 番にありますよう

に、実施基準の分類基準や医療機関リストに、これらについて位置づけている、とい

うことが山形県や静岡県から報告されました。さらに 11 番にありますように、県を

またぐ広域的な搬送において、県間で実施基準の相違等があるため、県外の地域ＭＣ

や消防本部に当県の地域ＭＣ協議会にオブザーバー参加してもらい、話し合いの場を

持つことについて協議している、ということが鳥取県から報告されております。これ

らの意見から、下にございますように、各地域及び県において、消防機関と医療機関

をはじめ、医療機関の３次と２次等の相互、さらには地域の実情に応じて、専門医、

福祉、警察等の関係機関等が一堂に会し、搬送と受け入れの実態について、事例検証

等を通じて徹底的な膝詰めの議論を行い、問題意識を共有するとともに、日常的に「顔

の見える関係」を構築する中で、具体的・効果的なルールづくりを行っていくことが

重要であると考えております。また、これらのことにつきまして、通知の発出等によ

り、全国的に取り組みを促進していきたいと考えているところでございます。以上が

事務局からの説明でございます。 

【○○座長】 

 ありがとうございました。いかがでございましょうか。委員の先生方、ただいまの

「消防と医療の連携」に関しまして、ご意見、あるいはご質問等がありましたらお願

いしたいと思います。まだ手を挙げていない先生方でもどうぞご遠慮なく。先ほどか

らの流れの一つだろうと思いますが、いかがでございましょうか。どうぞ。 

【○○委員】 

 14 ページのところの回答で、その効果がどうかということで、定量的な効果で、重
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症以上の照会回数の多いのが少なくなりましたというのが報告されています。それで、

こういうエンドポイントをどこに置くかで、定量的なインディケーター、時々間違っ

た方向に動いてしまう懸念があるのは、やはり限られた資源に多くの患者さんを連れ

ていくわけですから、どうしても一定の時間と応需状況の時間というのはラグがある

わけですが、その患者さんの病態や急ぐべき状態に応じて、やはり早く行かなくては

いけないけれども、結果として早く行っているよというのがしっかりと見えてくるよ

うなヒアリングにしていただきたいと思います。うまくここでは「重症以上の」とか

「重篤事案の照会回数が」という形で表現されているので、それはそれで評価はでき

るのかと思いますが、ややもすると、私のところは非常に短くなりましたといっても、

トータルで短くなっても、それは恐らくどこかでひずみが出ていることは間違いない

と思いますので、その辺が一つ。それから、定性的な効果といいますか、これは私の

個人的なコメントですが、先ほど来言われている医療機関と消防の方々と、定期的に

受け入れた結果の検証をしていく過程で、いわゆる顔の見える関係の中で、この基準

づくりの後はどうなっているかということを話しますと、やはり脳血管障害や循環器

といった救急に関して、そういったある一定のカテゴリーの急性期疾患については、

非常にわかりやすくなった。すなわちどの病院が受けてくれて、どの病院がどの時間

帯はとってもらえないかということがわかってきたので、結果として恐らくトータル

で患者さんにとって利益になっているだろう。ただ、これは定性的な判断なので、定

量的にそれをどう評価するかというのは極めて難しいですが。そういった印象を今後

しっかりと表へ出してくるのは、先ほどのＩＣＴの話に戻るのですが、結局のところ

病院前で判断した結果、こういう病院に行って、心カテの処置を受けましたとか、脳

血管障害で急性期にこういう処置を受けましたということが、やはりちゃんとわかっ

てくるようなデータがないと、定性的な評価だけで終わってしまって、定量的に表に

出していくことができないのかなと思います。ちょっとそういう意味で先ほどの話と

結びつくところがあるのかなと思いました。以上です。 

【○○座長】 

 今日はまだ静かな先生方がおられますので、静かな先生方にちょっとお話をお聞き

したいと思いますが、○○先生、いかがでございましょうか。消防と医療の連携、全

体のところでも結構でございますが。 

【○○委員】 
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 最初のところで聞きたかったのですが、ＩＣＴについてはまた後ほど。11ページで、

ＭＣとは別に都道府県でつくっていらっしゃるというのが８件ありますが、この協議

会はＭＣとはどういう連携をとっておられるのですか。全く独立してインディペンデ

ントでやっておられるのか。あるいは協議会の委員がほとんど一緒なのか。その辺は

どうですか。 

【川本補佐】 

 この 11 ページのＭＣとは別に法定協議会をつくった団体について、ＭＣの先生と

法定協議会の先生が一部重なっているということが多く見受けられます。ただ、組織

としてはＭＣとは全く独立して、インディペンデントでつくっているということ。例

えば先ほど申し上げたのですが、既にある機関として、医療協議会をそのまま法定協

議会にしたというような団体が例として挙げられます。 

【○○委員】 

 医療協議会というと。 

【○○座長】 

 これは消防法の改正があって。 

【○○委員】 

 救対協のようなところのことですか。 

【○○座長】 

 そうです。 

【○○委員】 

 そうすると、次の 12 ページの実施内容の、これは１号から７号まで書いています

よね。これはオーバーラップしないのか。要するにそれぞれがそれぞれの協議会です

み分けをやっているのか。その辺のところはどうですか。 

【川本補佐】 

 この 12ページの実施基準の見直しを行ったという 29 団体につきましては、これは

実施基準の一応見直しを行う機関として、法定協議会での決定が必要となりますので、

法定協の構成が地域によっては既存のＭＣだったり、もしくはＭＣとは別の団体であ

ったりはするのですが、いずれにしろ法定協によって見直しを行った 29 団体につい

て、その見直し内容を右に掲載させていただいたということでございます。 

【○○委員】 
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 私が言いたいのは、できるだけ１つの、協議会だけでもいいしＭＣでもいいですが、

実際現場ではＭＣがかなりいろいろなことをやっておられるので、11 ページの課題の

ところで、今後１つにしていくと書いていますので、この辺をできるだけ検討してい

ただきたい。 

【○○座長】 

 その方向性を考えたらどうだろうという大事な指摘だと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。○○先生、

今日は静かです。どうぞ。 

【○○委員】 

 先ほどの○○先生のおっしゃったことを私も考えておりました。この６号基準に関

しては、さまざまなご努力によって一定の成果を上げていることは事実だと思います。

しかし、やはり達成目標をどこに置いているのかということで、とりあえず照会回数

が減ったとか搬送時間が短くなったということは達成できたかもしれませんが、その

後のフォローがどうだったということ。あるいは患者さんにとって、結果的にこの搬

送が本当に最善だったのかどうなのかという点は、この連携という中でも、医療の側

からはきちっと検証する必要がある時期にあるのではないかと感じております。米国

のペーパーの中では、特に小児、精神に関しては、自分のホームタウンを外れて搬送

された患者さんについて、その予後については必ずしもよくないというようなペーパ

ーも出ておりますので、この辺については、やはり医療の側からはきちっとした検証

が必要かと考えております。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。それも大事な指摘だと思います。その辺の指摘を時々され

ております○○先生、どうぞ。 

【○○委員】 

 ○○です。栃木県は最初に２つを一緒にするというのが出ておりますが、これは現

実問題として２つ同じなので、ほとんど同じことをしているからいいでしょうという

ふうに、多分ヒアリングの前までは考えていたに違いないのですが、現実問題として、

消防防災部局にこういうような搬送困難事例がこういう結果でしたというのを僕た

ちは出すわけですが、そこで話がとまるんですね。なぜかというと、この法定協議会

はそういうのを調べるのが目的であって、それをどうするかはＭＣ協議会であると。
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そういうようなことを言って、お互いに自分たちの部局ではないということを言い合

うので、そういうことをやめてほしいということで、こういうふうにもう図はできて

おりましたので、多分もうすぐ変わるだろうと思っております。それで、今回この中

で、幾つか非常にいいのでぜひアピールしていただきたいところは、例えば 12 ペー

ジに「搬送・受け入れの実態に係る地域や県レベルでの事後検証の結果等を」と書い

てありますね。これはたしか消防庁のほうからも、昔のようにＣＰＡ症例だけではな

くて、こういう搬送困難事例についても検証するべきだという発出があったと理解し

ているのですが、それを今度のＭＣ協議会、事前のレクチャーのところで僕は「こう

いうのがあるんだからやってほしい」と言ったのですが、「いや、それは時期尚早で

ある」と。何か変なことを言ってやってくれないんですね。それで県から発出してほ

しいと言ったのですが、それができないのです。そういうところを何か指導していた

だけないかなと。これは全県でやるべきだと。５つの地域分科会の中で、やっている

のは私たちともう一つだけで、ほかのところはＣＰＡ症例を相変わらず事後検証して、

それで事後検証したというふうにいまだに言っている。そういうところをこういうヒ

アリングをもとに言っていただいたらということ。それから 16ページの最後に、「問

題意識を共有するとともに、日常的に「顔の見える関係」を構築する」とありますが、

これは書くのは簡単ですけれども、「顔の見える関係」を構築するというのはとても

大変です。だから、これは私個人的にはやはり全体を見渡す専従の医師等が必要だろ

うと。これを細かくやっていくには、誰々先生、誰々先生、みんな呼んできて、消防

の人も集めて、警察とも僕は話をしていますので、そういう人たちと話をして、一緒

に会議を開きましょうねということを、手間をかけてやる人がいないと、せっかくこ

こに書いてもなかなか出てこないので、ここはやはりぜひこういうことに専従する者

が必要なのではないかということを、こちらからも言っていただけるとうれしいと思

いました。 

【○○座長】 

 その専従医師の重要性ということについて、それはもう県から言ってもらわないと

だめだよ、というようなところまでの先生からの意見でございました。これは齋藤室

長、いかがでございましょうか。日野原専門官でも結構でございますが。お２人にご

意見をいただきましょう。 

【齋藤室長】 
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 今のご指摘で、本当に各部局間を含めて、しっかりと連携していくことが大事だと

いうのは、私どもも全く同感でございまして、そこは今回、厚生労働省さんとも一緒

に、県の消防部局と衛生部局とをお招きして、ヒアリングをさせていただいて、そう

いう意識を各団体にも私どものほうからお伝えしたところであります。また、搬送・

受け入れの実態についてどうだったという、その事後検証をしっかりやる必要がある

と。それを踏まえて新たなルールなり、より改善に結びつけていく必要があるという

ことについても、このヒアリングを通じて、各団体に私どものほうからしっかりはし

ていただきましたので、引き続きフォローしていきたいと思っております。また、「顔

の見える関係」が大変難しいのだということで、全くおっしゃるとおりだと思います。

でも今回、全都道府県にヒアリングをした中で、やはりうまくいっているところとい

うのは、大変ご苦労をされた中でそういう関係が大なり小なりできていて、そこで皆

さんのご理解の中で何とかいっているということなのかなと思ったところもござい

まして、やはりなかなか難しいというのも、私どもも承知をしながら、でもやはりそ

れは各地域でしっかりと皆さんに汗をかいていただくというか、そういう機会もつく

って、認識も共有して、議論をしていただく。その認識を共有して、みんなでやって

いかなければいけないという意識を持っていただくというのが、ベースの部分として

大事なのかと思っておりまして、やはりそれをぜひやっていただきたい。それを各県

に、衛生部局だとか、あるいは消防部局だということでなくて、県が一体となって連

携をして、各地域の病院の先生方も、あるいはその関係機関についても、しっかりと

意見を出し合える場をぜひつくってください、そういう中で議論を深めてくださいと

いうことを、声かけをさせていただいたことでありますので、そういったことをしっ

かりと進めていければと思っております。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。審議官、どうぞ。 

【武田審議官】 

 直接の担当責任者は室長ですから、今のコメントが基本的に全てですが、ちょっと

脇から、感想だけ言わせていただきますと、この医療における「顔の見える関係」の

構築というのは、私自身も何年もやってきたテーマでもあり、非常に難しいというの

はご指摘のとおりだと思います。その中で、今日の資料でいいますと、「顔の見える

関係」というのを書いていただいているのが東京都です。これは東京都が「顔の見え
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る関係」を構築しているとお書きになっている理由の一つは、地域救急会議というの

を東京はつくっていまして、これは２次医療圏単位で救急をやっている３次と２次が

一堂に会する場を設定しているのです。それからもう一つは、東京都の場合は「東京

ルール」をつくったときに、地域救急医療センターをつくりましたので、そこが基本

的に幹事病院になって、そこの幹事病院が司会役にもなって声かけもやって会の設定

もするというようなことになっていまして、恐らくうまくいく例、うまくいかない例、

全国にいろいろあると思いますが、一つは県単位という単位が大き過ぎる場合もござ

います。これは都道府県の規模によるのだと思いますが、東京なんかはそうやってや

らないとなかなか「顔の見える関係」をつくりにくい。それから、「顔の見える関係」

の構築を行政がやるのが効果的かどうかといった場合に、やはり同じ立場の救急の苦

労されている病院の先生方が核になるというのが、恐らく東京でこういう関係ができ

始めている一つのヒントかもしれないという感じがいたします。そういうことで申し

ますと、行政がやる、しかもＭＣとこちらの消防法関係がそれぞれの部局でそれぞれ

持つというのが、今の成功例の逆のパターンになるので、なかなかうまい形で進みに

くい。そういうことを考えますと、いかに現場を巻き込むのか。適切な規模をどうや

って設定できるのか。県の中での連携のためには、中央レベルでいいますと、私ども

消防庁と、今日ご出席をいただいています厚生労働省との連携もきちんとやっていか

なければ、全体的な発展は難しいかもしれないと思います。その辺が鍵になるのかも

しれませんが、厚生労働省のほうでもＭＣについていろいろご検討いただいているよ

うですので、ぜひいろいろな方のお知恵をおかりして、いい関係が構築できるように、

いい事例、それからそこに隠されているヒントを含めて、我々としても努力をしてい

かなければならないと感じた次第です。以上でございます。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。「顔の見える関係」というのはなかなか難しいところがあ

るとはいえ、「顔が見える関係」がなかったら、助かるべき子供も助からないのでは

ないのか。○○先生、どうぞ。 

【○○委員】 

 それぞれ消防も医療も非常に努力してくださっていることは、すごくよくわかって

います。東京都では私も検討会にかなり出させていただいて、本当によく夜顔を合わ

せて、嫌な思いもお互いにしながら、結構関係を築いているというような感じが見受
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けられるかなと思いますが、とても大事なことだと思います。手間のかかることです

し、私たちも親同士であっても、なかなか他団体と連携するというのが非常に難しか

ったりもしますので、ですがそこはそれぞれのよいところをお互いに理解して、課題

もお互いに共有しながら連携していくことがすごく大事だと。行政とも医療機関とも、

また他団体ともそういうことが大事だと、日々活動の中で実感しているところです。

ご苦労はおありだと思いますが、そこはぜひ「顔の見える関係」を築きながら、連携

していただきたいと思います。以上です。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。今の２つの議題につきまして、ＩＣＴの活用、消防と医療

の連携、これは年内にどうしても通知という形で、各自治体に認識を図っていかなけ

ればいけないと思うところでございます。この議論を踏まえまして、事務局から具体

的な案文等をつくっていただき、私、座長として一任を願って、そしてその２つの案

文について周知徹底、今先生方からのご意見ということで、各自治体のほうに発出さ

せていただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。よろしゅうございます

か。それでは、全員の同意がありましたので、ありがとうございます。それでは、そ

の次に移っていきたいと思います。「応急手当の普及促進」に関しまして、事務局か

ら説明を願いたいと思います。 

【定岡補佐】 

 ここからは定岡が務めさせていただきます。資料１の 17ページをごらんください。

「応急手当の普及促進」といたしまして、昨年度でございますが、新たな応急手当の

普及ということで、全国７カ所でございますけれども、普及促進研究事業ということ

で、実際に応急手当をしまして、その取組状況等々につきまして、報告書で報告させ

ていただいたところでございます。今年度につきましては、18 ページにございますと

おり、小学校、特に中高年を対象とした応急手当の普及状況について、効果的な普及

促進策、学校と消防の連携等について研究を行うということで、アンケートを実施い

たしました。18ページの下にございますが、アンケートの対象としましては、全都道

府県及び全消防本部に対して実施させていただきました。このような中から効果的な

応急手当の取組方策等々について、報告書にまとめまして、各本部での取り組みの一

助としたいと考えております。１ページおめくりいただきまして、19 ページでござい

ます。アンケートにつきましてはまだ精査中ということで、今回は消防本部のアンケ
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ートから一つピックアップをいたしました。アンケートとしましては、小学校中学年、

高学年を対象とした応急手当の普及ということで、「受講対象を小学校中高学年とし

た応急手当の普及活動を実施していますか」という問いに対しまして、「実施してい

る」というのが 54.5％。消防本部から、半数をちょっとオーバーする程度の「実施し

ている」との回答をいただいたところでございます。20 ページをごらんください。と

はいいながら、「実施していない」という本部が 44.9％ございました。「実施していな

い場合、その理由はどのようなものですか？」という問いに複数回答をいただきまし

たのが、下の棒グラフでございます。「導入を検討中」というのが一番多かったです

が、中では指導者を含む「人員不足」であったり、「教育委員会・学校の協力が困難」、

あるいは「財源不足」、このようなことから実施が困難といったような回答をいただ

いているところでございます。「その他」というのが非常に多いですが、その他の内

訳としましては、これは消防側からの意見でございますが、学校側からの要望がない

といったようなこと。あるいは中学生を対象とした講習会を実施していて、小学校ま

でなかなか手が回らないというご意見。あるいは消防側からの周知不足、ＰＲ不足な

どで実施の実例がない。このようなご回答がございました。１枚おめくりいただきま

して、21 ページでございます。その中から、具体的な取組事例として幾つかピックア

ップさせていただいております。まず（１）でございますが、実際に応急手当講習の

取組例としまして、１ポツ目、これは東京消防庁他全国多数の消防本部からのご回答

がございましたが、この救急入門コースという 90 分の新たな応急手当を、学校の授

業の中にきちんと位置づけて実施しているという回答例が非常に多うございました。

また、市の総合計画にこの救急入門コースをきちんと入れ込みまして、市全体で取り

組んでいるといった例。あるいは防災訓練や子ども会等の機会を通じた応急手当。ま

た、少年消防クラブ、あるいはジュニアリーダー、ガールスカウトを対象にした講習

会を実施している例がございました。（２）でございますが、教育委員会等との連携

例ということで、年度初めに教育委員会にきちんと通知をいたしまして、全ての校長

が集まります校長会において応急手当を周知し、説明をしているといった例。あるい

はそもそも教育委員会自体が主体的に、学校、消防、日赤等々とスケジュール調整を

行っているといった例。また、教育委員会ではなく、行政のこども未来局と連携して、

授業として実施している例であったり、市の医師会が主体となって、消防本部が協力

しながらやっているといったような例がございました。（３）でございますが、指導
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者確保における取組例ということで、市民による「応急手当指導員」の養成を通じて、

この市民の指導員と連携した学校指導を行っているといった例。あるいは教職員や養

護の教諭、こういった学校の先生方に応急手当普及員になっていただいて、学校で授

業をやっているといった例がございました。このような効果的な応急手当講習の取組

方策等について、引き続きアンケート等から調査を行いまして、連携方策や取組事例

など、先進事例についてさらに抽出をして、年度末までに報告書として取りまとめて、

各本部での取り組みの一助としたいと、このように考えてございます。事務局からは

以上です。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。これも非常に重要な普及促進でございますが、いかがでご

ざいましょうか。質問を受ける前に、ちょっと私からコンファームしたいところ、小

学校の中高年というのは、３年生、４年生が中学年で、５年生、６年生が高学年、そ

れでよろしいですか。 

【定岡補佐】 

 そうですね。一応通知では、おおむね 10 歳程度ということで通知をさせていただ

いております。 

【○○座長】 

 わかりました。いや、３年生というのは相当小さいのではないのかなという、そん

な感じがして。それからもう一つ、21 ページの（１）のところに、「救急入門コース」

と書いてありますが、（１）の後ろのほうでは「救命入門コース」と、これはどっち

が。 

【定岡補佐】 

 正式には「救命入門コース」ということで通知をさせていただいております。 

【○○座長】 

 そうすると、「救急入門コース」を「救命入門コース」に直しておいたほうがいい

ですね。これは両方あります。 

【定岡補佐】 

 承知いたしました。アンケートをそのままここに記載してしまいました。申しわけ

ございません。 

【○○座長】 
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 どうぞ、ご意見をいただきたいと思います。いかがでございましょうか。○○委員、

どうぞ。 

【○○委員】 

 ちょっと個人的な話から入りますが、自分の子供が通っている小学校で、かなりこ

ういったことをいろいろやらせていただいていて、前回のこの検討会で私がお話を出

させていただいたと思いますが、今学校ごとにかなりプログラムが自由に決められる

ことになっていますので、校長先生からもこの間、食物アレルギーの件などでも学校

で講習を受けたいというお話があったりですとか。そのお話の中で、来年から土曜日

が隔週で授業が始まることが文科省で決まっていますので、その小学校の校長先生か

ら、土曜日の授業に困っていて、何かいい方法があったら教えてというようなことを

言われていまして、私はぜひ医療のプログラムを、救命もですけれども、食物アレル

ギーのことも、それから医療の歴史とか、そういったことも含めて、せっかくあいて

いる土曜日なので、まだ授業の内容が全然決まっていなくて、学校ごとに決められる

ということなので、ぜひ医療のことをやりましょうということを、その学校に対して

は言っているのです。教育課程ではほとんど医療について学ぶ機会がないので、そこ

で小学校３、４、５、６年――先ほど○○先生が３年生はかなり小さいとおっしゃっ

たのですが、全く新しいことを導入するときに、３年生や４年生は一番いいらしいで

す。５、６年生になるとちょっと考えが偏ってしまったり、ちょっと批判的な面も出

てくるらしくて、３、４年生で入れるのはすごくいいということは、学校の先生から

聞いたことがあります。ですので、４年生が特に、10歳というのが一番入りやすいと

聞いたことがありますが、土曜日の授業が、始まっているところも既にあるんですけ

れども、全国的にはそれが始まりますので、ぜひ文科省さんとそれこそ連携して、何

か医療的なもので、まず最初に医療を入れるのが難しければ、救命講習だけでも土曜

日の授業に取り入れてもらうようなちょっとした働きかけというか、仕掛けというか、

そういったものがあると個人的にはいいのではないかと思います。以上です。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。土曜日、あるいは医療そのものについても、この中に入れ

ていったらどうだろうかというご意見でございます。どうぞ順一朗先生。そして裕行

先生。 

【○○委員】 
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 ○○です。○○委員のおっしゃった中で、子供への医学的な教育といいますか、命

の大事さというのを、特に心肺蘇生をベースにして教えるといいのではないかという

ことで、日本臨床救急医学会では学校教育へのＢＬＳ導入に向けての委員会というの

をつくって、医師だけではなくて消防の方にも一緒に入ってもらったりして、既に命

を守る提言なども出してきたのです。その過程で、やはり文部科学省の関与は必要で

すよということで、委員の方は入っておられるのですが、どこが所管して、どういう

ような縦の流れで各自治体の教育委員会まで落とせるのか、ということがよくわから

ないといいますか、本当はわかっているのかもしれませんが、うまくその辺がコラボ

レーションできなかった経緯があります。そういう意味でせっかくこういう国の検討

会ですので、やはり救急という意味において、それを小さいときから知っていただく

ということは、単にこういう救急業務の問題を大人だけが考えるのではなくて、次の

世代の人も一緒になって考えてもらういい機会でもあるので、ぜひ事務局のほうでは

何か検討していただきたいと思います。以上です。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。○○先生、どうぞ。 

【○○委員】 

 ○○委員、それから○○委員の意見に全く賛成ですが、20 ページのグラフで、「人

員不足」や「財政不足」というのはある意味理解できるのですが、「教育委員会・学

校の協力が困難」が 20％ぐらいあるというのは、これはどういうふうに考えればよろ

しいのでしょうか。もう全く必要ないと、教育委員会や学校のほうでは判断している

という理解でよろしいのですか。 

【定岡補佐】 

 事務局からお答えいたします。「その他」の中でもいろいろなご意見をいただいて

いまして、以前は講習の要望が学校側からあったのが、最近なくなったであったりと

か、結局現場レベルでは各消防署、あるいはその管内の学校がそれぞれ動いていると

いって、組織全体としてなかなか動けていないところがありますので、そういう意味

では一消防署が「講習をどうですか」と言っても、なかなか連携が図れないと。そう

いった意味で、やはりもうちょっと上の、教育委員会を巻き込んできちんとやらない

と、消防はやる気があるけれども、待っていてもなかなか「やって」と言ってこない

というのが現場レベルでの実際の対応かと思います。また、私自身も経験があります
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が、教育委員会にお話に行きましても、やはり実際にやるのは学校ですので、「わか

りましたけど、学校のほうにお伝えください。直接学校で交渉してください」という

ような話も、私自身も受けたりしますので、そういった意味ではやはりもうちょっと

上のレベルでの連携というのが必要かと思います。 

【○○委員】 

 重要性や必要性というのはわかっていただいているということですね。必要ないと

いうことではないということですね。 

【定岡補佐】 

 そうですね。○○委員からも先ほど国のほうでの連携というようなお話がございま

したが、我々としましてもこの新しい応急手当短時間講習ができたときに、文部科学

省とお話をしまして、平成 23 年９月になりますが、文部科学省のスポーツ・青少年

局学校健康教育課から、各都道府県の教育委員会様宛てに、こういった応急手当の新

しいコースができましたということで、ご紹介をさせていただいているところですの

で、参考までに。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。義務教育までに普通救命、上級救命、そして小学校のとき

の救命入門と、この３つをセットに考えたらどうなのだろうかというのが、一つの流

れであるのではないかと思います。どうぞ。 

【○○委員】 

 せっかくですからちょっとご質問させていただきたいのですが、小学生に対しての

こういうコースというのは、カリキュラムの中に入っていないと僕は理解しているの

ですが、それでいいんでしょうか。現時点においては栃木県で入っていない。 

【○○座長】 

 ちょっとお待ちください。○○委員の手が挙がっています。どうぞ。 

【○○委員】 

 中には入っていないですが、文科省から推進というか、入れてくださいというよう

な通知は出ているんですよね。 

【○○委員】 

 今度僕は１月に講義してくれと言われたので調べたのですが、栃木県で聞くと、県

の教育委員会の答えは、「小学校のカリキュラムにはないので、しているかどうかは
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わからない。中学以上はカリキュラムにあるので、しているはずである」という紋切

り型の答えしか返ってこないので。 

【○○座長】 

 少し先を行く提言等を考えたほうがいいのではないかという気はいたしますが。ま

たここに戻ってきても結構でございますが、時間に限りがありまして、まことに申し

わけありません、その先のほうに行きたいと思いますが、いかがでございますか。よ

ろしゅうございますか。その次は、救急業務の今度は教育でございます。「救急業務

に携わる職員の教育のあり方」につきまして、事務局からまず説明を願いたいと思い

ます。 

【定岡補佐】 

 時間が押してまいりましたので、ペースを速めて、資料１の 22 ページをごらんく

ださい。「救急業務に携わる職員の教育のあり方」、昨年度に引き続きの検討でござい

ます。１枚おめくりいただきまして、今年度の作業部会の体制ということで、検討会

の下に教育に関する作業部会、本日お越しの○○委員に作業部会長をお願いしており

ます。この作業部会の中に、３班ですが、救急救命士班、救急隊員班、通信指令員班

ということで、それぞれの教育のあり方についてご検討いただきました。救急救命士

班につきましては○○委員に班長を、通信指令員班につきましては○○委員に班長を

お願いしたところでございます。24ページでございます。まず救急救命士の資格を有

する教育のあり方として、１枚おめくりいただきまして、今年度の検討事項につきま

しては、昨年度の引き続きでございますが、指導的立場の救急救命士の育成に向けた

要件、あるいは養成カリキュラム等の検討を進めているところでございます。26ペー

ジをごらんください。まず指導的立場の救命士の要件（案）でございます。ごらんの

７項目について、例えば救急救命士として、あるいは隊長として、通算５年以上の実

務経験、あるいは特定行為について、あるいは医療機関においての一定期間の施行経

験、または病院実習、必要な養成教育を受けていること、最終的には所属する消防長

が推薦し、地域ＭＣ協議会が認めるものといったような要件を考えてございます。こ

の項目の中の５番目にありますが、必要な養成教育ということで、現在この養成研修

のカリキュラムを検討しているところでございます。１枚おめくりいただきまして、

27ページでございます。指導的立場の救命士になるために、養成研修を受けるカリキ

ュラムの考え方ということで、検討班ではごらんの知識、技術、指導、連携といった
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４つのスキルが指導的立場には必要であろうということで、この４つのスキルを向上

するための項目を四角書きにそれぞれ書いておりますが、ごらんのような教育の実施

を図っていく必要があるだろうということで、検討を進めさせていただきました。別

紙、Ａ３横になりますが、資料３（案）ということで、小さい字で非常に申しわけご

ざいませんが、検討班のほうで検討した、これが現段階のカリキュラム（案）でござ

います。先ほど説明いたしました知識、技術、指導、連携、それぞれに必要な研修項

目を当てはめたカリキュラム（案）でございます。時間数にしまして、現段階で 100

時限ということで、実際この研修を実施するのに大体３週間ぐらい、１カ月弱ぐらい

の研修ボリュームといったものに現在なってございます。この研修カリキュラムにつ

きましては、今のところ来年度から集合研修を予定している教育機関もございまして、

このカリキュラムの大枠と、あとこの 100時間程度のボリュームについて、このあり

方検討会の２回目の本日、ある程度ご承認をいただきまして、来年１月、２月、３月

で教育機関に実際に来年度に向けた具体的な検討に入っていただこうと考えており

ますので、その辺をよろしくお願いしたいと思います。引き続き、議論はまた後ほど

ということで、資料１の 28 ページ、救急隊員の生涯教育ということで、１枚おめく

りいただきまして、29ページをごらんください。昨年度、国として初めて救急隊員に

必要な教育ということで、年間 80 単位という教育、あるいはそういった時間数につ

いてお示しさせていただきました。今年度につきましては、さらに一歩進みまして、

役割に合わせた教育カリキュラムの検討ということで、新任隊員、小隊長、普通の隊

員、こういった役割に応じたきめ細かな教育について検討していこう。もう一つは、

e-ラーニングを活用した教育のあり方について検討を進めていこうということで、最

終的には教育指針といったような形で、体系的な教育として全国にお示ししたいと考

えております。30 ページをごらんください。役割別の教育の範囲としまして、昨年度

決めたのがこの部分でいいますと現任救急隊員ということで、今まさに救急隊員をし

ている方の 80 単位というものでございます。これを標準といいますか、共通の教育

項目としまして、これに新任救急隊員、あるいは兼任救急隊員、救急隊長ということ

で、それぞれ教育としてどのようなものが必要かということで、検討を進めさせてい

ただきました。１枚おめくりいただきまして、31 ページをごらんください。必要な教

育（案）につきましては、別の資料４になります。現在作成中ではございますが、「救

急業務に携わる職員の教育指針」の中で、具体的にお示ししようと考えております。
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ページをおめくりいただきまして、まず 40 ページをお開きいただけたらと思います。

40ページにお示ししている教育項目につきまして、これが昨年度検討いたしました現

任救急隊員に必要な教育ということで、必ずするものが 50 単位、下の部分が選択し

てするもの 30単位、合わせて 80 単位というのが昨年度お示しさせていただいたもの

でございます。これをベースにしまして、それぞれの役割に必要なものをここからピ

ックアップ、あるいは新たに付加するという形で、それぞれの役割別の教育とさせて

いただいた、こういうような検討状況でございます。ページをお戻りいただきまして、

36 ページをお開きください。まず新任救急隊員に必要な教育ということで、35 ペー

ジの下のほう、文字のほうでも書いてございますが、先ほど示した 80 単位の中から、

観察・処置的なものとして、実施頻度が高い主なものについては、新任教育からきち

んとやる必要があるだろう。また、小隊訓練につきましては、これは３人１組の救急

隊活動の要でございますので、これについてはきちんと現任教育と同じようにやって

いただこう。それで、所属研修の選択科目の中から、特に新任教育のうちからきちん

とやるべきものということで、３つお示しさせていただいておりますが、緊急度・重

症判断研修、安全管理・危機管理、接遇・倫理研修、こういったものについては、新

任、乗り組み１年目からきちんと教育を図っていく必要があるだろうと考えてござい

ます。それと別に新任教育といたしまして、当然１年目の乗り組みからきちんとでき

ないといけないような、例えば救急資器材の取り扱いであったり、各種搬送法であっ

たり、感染防止と消毒であったり、こういったことについては新任教育としてきちん

とやっていく必要があるだろうということで、36 ページでございますが、新任隊員に

必要な教育一覧として、合計 85 単位というのが検討班での検討結果でございます。

次に１ページおめくりいただきまして、37 ページから、兼任救急隊員に必要な教育。

兼任救急隊員といいますのは、その消防本部の規模によりまして、救急隊員を専任で

置けていないというか、置いていない消防本部というのが結構数がございます。そう

いったところにつきましては、今日は救急隊員の乗り組み、次の当務はポンプ隊の乗

り組み、またその次の日はもしかしたら予防査察業務に従事するといったような形で、

いろいろな役割を持った職員という中で、救急の乗り組みをやっているという隊員も

ございます。しかしながら、兼任とはいいましても、救急業務に携わる限りはきちん

と教育を実施していく必要があるだろうということで、お示ししたのは、応急処置に

ついては、やはり実施頻度の高い主なものについては毎年きちんと教育を図る必要が
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ある。小隊教育につきましては、新任と同じように訓練の要としてきちんとやってい

ただく。30単位の所属研修については、各所属で必要と認めるものについては、きち

んとやっていただこうということで、38 ページにお示ししているような形で、必ずや

る教育としては 30 単位、また下のほうの所属研修、集合研修については、各本部で

必要と認めるものについては、きちんとやっていただこうということで、現在検討案

としてお示しさせていただいているところです。続きまして、救急隊長教育としまし

て、41 ページからでございます。救急隊長につきましては、基本的には現任救急隊員

の 80 単位と同じ項目をお示しさせていただいております。ただ、この中で救急隊長

がリーダーシップを発揮して、指導あるいは評価を行う部分があるということで、現

任隊員もそうですが、救急隊長につきましては、指導、評価をしたごらんの項目につ

いて、指導すれば自分の単位になるということで、それを認めていこうということで、

指導者として、評価者としての役割というのをつけ加えたものが隊長教育になります。

また、隊長教育として、所属研修あるいは小隊訓練として、病院交渉や現場の観察・

判断、現場指揮・統制、隊員管理、こういった隊長に必要なスキル、研修については、

毎年きちんとやっていただきたいということで、こういったものを小隊訓練、あるい

は所属研修の中でやっていただきたいということで考えております。それをお示しし

たのが 42 ページの一覧表でございます。こういった形で現任教育を基本としながら、

それぞれの役割に必要な教育を足しながら、あるいは引き算しながら、それぞれ役割

別の教育としてお示しさせていただいたところでございます。この教育指針について

簡単にご説明をさしあげたいとは思いますが、ちょっとボリュームが多うございます

ので、12 ページをお開きください。この教育指針につきましては、今まで救急隊員教

育というのはそれぞれの消防本部でそれぞれ苦労されながら、独自にといいますか、

それの本部で取り組まれていた。こういったものを体系的にお示しして、全国統一と

いいましょうか、基本となるような形でお示ししたいということで、今回この教育指

針というのを定めようということで、現在策定を進めているところでございます。内

容につきましては、教育理念的なものであったり、教育の目的であったり目標であっ

たり、それぞれ教育に携わる者の責務をきちんと明らかにした上で、それぞれの本部

の教育体制や教育資源など、そういったものについても解説をしていきたい。最終的

には先ほどお示ししたような教育内容として、役割別の教育というのを指針の中でき

ちんとお示ししていきたいと考えております。これにつきましては、年度末の策定に
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向け、現在、鋭意作成中でございまして、委員の皆様方からのご意見を聞きながら、

年度末に向けていいものにしていきたいと考えておりますので、ぜひご意見等よろし

くお願いしたいと思います。引き続きまして、急ぎ足で非常に申しわけございません、

資料１に戻りまして 32ページ、通信指令員の救急に係る教育のあり方ということで、

１枚おめくりいただいて 33 ページをごらんください。通信指令員の教育につきまし

ても、昨年度、国として初めて救急に係る部分の教育の必要性、あるいは教育項目に

ついてお示ししたところでございます。本年５月に通知という形で全国に周知をいた

しました。資料１の 34 ページが昨年度お示しした教育項目でございますが、実際に

この教育項目をそれぞれの本部で教育していく上で、やはり必要になってくるのが具

体的な教育内容であろうということで、今年度につきましては 34 ページでお示しす

る教育項目の、実際に教育する上で必要な教材づくりというのを現在実施していると

ころでございます。１枚おめくりいただいて 35 ページ、具体的な教育内容というこ

とで、これにつきましても資料５、非常に分厚うございますが、「通信指令員の救急

に係る教育テキスト（策定中）」ということで、現在、鋭意作成中でございます。１

枚表紙をおめくりいただきますと、目次となってございます。まだまだ作成中でござ

いますので、ページ数についてはもっと増えていくかと思いますが、総論と各論とい

うことで、総論につきましては救急隊員等であればもちろん知っているようなこと、

基本的なことについてお示ししながら、各論で医学的知識、あるいは通信指令として

口頭指導を行うための重要性であったりポイントであったり、必要な疾患の勉強であ

ったり、そういったものについて学んでいただくための項目となっております。この

教育教材のコンセプトでございますが、通信指令室といったところは、もちろん救急

救命士の資格を持った通信指令員もいましたり、救急隊員資格をお持ちの指令員もい

る。また、そういった資格を全く持っていない通信指令員もいるといったような、各

本部によってさまざまでございます。そういった中で、救急隊員資格を全くお持ちで

ない通信指令員の方でも、これを読んで勉強できるといったものがまず一つ。それと、

通信指令員で救急救命士の資格をお持ちのような方については、これをもとにそうい

った方にきちんと教えられるようなことを目標として、教材づくりを現在行っている

ところでございます。後ほど補足として○○先生からもまたご意見をいただけたらい

いと思いますが、例えば 49 ページをお開きください。これは通信指令員のための教

育で、まさに特徴的なものでございますが、通報者から聞き取るキーワードから想定
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すべき病態ということで、相手の方からのお話の内容からどういったことを疑ってい

かないといけないのか、あるいはどういったことをポイントに聴取をしないといけな

いのか、といったものをまとめていこうということで、ずっとこの後続いております

が、特にこういうのが重要であろうと考えております。また、72 ページからでござい

ますが、実際に口頭指導を行う上での要領であったり、どのようなものを今後ポイン

トにして口頭指導というのがあるのかといった解説であったり、こういったバックボ

ーンを含めて理解することで、実際に通信指令員が口頭指導するときに注意すべきポ

イントであったり、そういったものをきちんと押さえていただこうということで、こ

れについてもまだ作成中ではございますが、幾つかの口頭指導について解説を加えて、

テキストに掲載したいと考えております。これにつきましても、年度末の作成に向け、

現在、鋭意作成中ということでございますので、委員の皆様方にご意見を聞きながら

いいものに仕上げてまいりたい、このように考えております。以上でございますが、

それぞれの成果物あるいは教材等々について、ご説明申し上げました。 

【○○座長】 

 事務局、ありがとうございました。非常に私の不手際で、少し時間が押してしまっ

ております。申しわけありません。これは作業部会の部会長として、○○先生がお骨

折りいただいたわけでございますが、補足があればどうぞお願いしたいと思います。 

【○○委員】 

 特にありませんが、今回事務局のほうからご説明がありましたように、それぞれの

班長と班員の先生方によって、非常に精力的にこの教材等をつくっていただきまして、

先般この作業部会のほうでその方向性を確認して、今日、先ほど事務局のほうから説

明いただいたということでよろしいかと思います。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。それでは、時間も限られて申しわけありませんが、いかが

でございましょうか。作業部会での検討内容の報告ということになったわけでござい

ますが、ただいまの「救急業務に携わる職員の教育のあり方」全体について、いかが

でございましょうか。先生方のご意見をいただきたいと思います。相当検討会での、

あるいは部会での、あるいは班会議での精力的な成果が出ているのではないかと、感

心しながら聞いておりましたが、いかがでございましょうか。どうぞ。 

【○○委員】 
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 ちょっとお聞きしたいことがございます。まだ教育指針のほうは策定中ということ

ですが、今見せていただきまして、例えば育成カリキュラム、これであれば職員の教

育指針のほうであれば 36 ページとか 38ページで、それぞれ隊員に必要な年間の教育

一覧がありまして、必須教育項目というのがあります。例えばこの中で血圧とか血中

酸素飽和度とか、こういったことに関しては、法的にできない救急隊員もいるかと思

いますが、そういったところの考え方はどういうふうに整理されていかれるのか。 

【定岡補佐】 

 法的にできない……。 

【○○委員】 

 これは標準課程、あるいはⅡ課程の分の項目ですよね。 

【○○座長】 

 これはⅠ課程だけでの救急隊員もおられるわけで、標準課程のほうはもういいので

すが、ということですが。そういうことですね。 

【○○委員】 

 まだ多分全国にはⅠ課程だけの救急隊員の方が数多くいらっしゃるとは思います

が。ちょっと私のほうでは把握はしていないのですが。 

【定岡補佐】 

 まだ検討中でございますので、その辺も加味した形で今後記載したいと思います。

当然できないこともあるので、その部分は削除することになろうかと思います。 

【○○委員】 

 もう１点よろしいでしょうか。資料３のこれも案ですが、その後ろについています

「指導的立場の救急救命士を養成するために必要と考えるカリキュラムの考え方」の

１の指導救命士の役割の下段の＊の１行目ですが、「病院内で医師に代わって指導が

でき」という文言があるんですけれども、これはワークステーションか何かのイメー

ジということでよろしいでしょうか。 

【定岡補佐】 

 そうですね。ワークステーションなどで、ある一部分のカリキュラムを、先生が認

めたものにはなろうかと思いますが、そういった部分で指導をしていただけるといっ

た部分で記載をしております。 

【○○委員】 
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 ですから、通常普通の病院実習でやる……。 

【定岡補佐】 

 そうですね。通常の病院実習を先生のかわりに全て教えるというのではございませ

ん。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。よろしゅうございますか。この教育の問題については、き

ょうお忙しい中、厚労省から○○室長が、今見ておられるところですが、何かご意見

がありましたら。今の問題、あるいは今の質問ではなくても結構でございます。全体

を通してでも結構でございますが、いかがでございましょうか。 

【○○課長代理○○室長】 

 ここのところというわけではないですが、ご報告として、厚労省の検討会のほうで

は処置範囲のあり方ということで、今ちょうど、今日ですけれども、パブコメをかけ

たところということで、来年１月末ぐらいには恐らく通知のほうを出せそうでありま

す。そういった中で、試験のカリキュラムのほうもまた財団と一緒に今後検討してい

こうと思っておりますので、こういったことの動きを眺めながら、そもそもの試験の

ほうにも反映させていきたいと思っております。また、全体を通してですが、前半あ

りましたようなＩＣＴ絡みの関係も、県によってはうちの地域医療再生基金も使って

いただいておりますし、また○○委員からもありましたような、ＭＣに関与する専任

医師ということで、こちらのほうはまだ最終的な段階にはなっておりませんが、ほぼ

財務省の了解をとれそうな感じでもありますので、そういった当方から要求しており

ます予算等も使っていただきながら、充実を図っていただければと思っております。

以上でございます。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。それゆえに答申、あるいは報告書というのは、少し先を見

ながらのものになると思いますので、その辺のところは委員の先生方はご了解をいた

だければありがたいと思います。ほかにいかがでございましょうか。よろしゅうござ

いますか。 

【○○委員】 

 ちょっと最後に部会長のほうから。今回お持ち帰りいただいて、まだ作成中で、班

会議もあと１度開いて、最終的に取りまとめて、年度末までにということの作業を進
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めるに当たりまして、でき上がっているところまででも結構ですので、ご意見を賜れ

ればと思います。全体像として非常に重要なことは、例えば資料４の「救急業務に携

わる職員の教育指針」というのは、これは救急救命士も含めて救急業務に携わる職員

が、いわゆる初任についたときからそれぞれの役割に応じて勉強すべきことを体系的

に示した。そして救急救命士に至っては、今度は指導的な救命士もその中でどういう

位置づけでやればいいかということで、この１冊を読めば救急業務に携わる職員の教

育全体の体系的なものを、わかりやすく出すことができるのではないかと思います。

したがいまして、出ればそれだけの活用方法も出てこようかと思います。やはりここ

はしっかりと消防機関の方もご意見を出しておいていただいたほうがよろしいかと

思いますので、お願いしたいと思います。 

【○○座長】 

 先生、今日は消防の皆さんがたくさんおられますし、オブザーバーでもたくさんお

られますが、デッドラインはどのぐらいなのかというのはいかがでございましょうか。

あるいは事務局のほうはどうでしょうか。 

【定岡補佐】 

 作業部会のほうでも幅広いご意見をということでお願いしておりまして、できまし

たら年内をめどにご意見をいただきまして、来年１月に班会議がございますので、そ

れに向けて取りまとめをいたしたいと、このように考えております。 

【○○座長】 

 委員の先生方だけでなく、オブザーバーでたくさんの消防本部の皆さんが来られて

いるようでございますので、年内にどうぞ○○先生のほうにご意見を。 

【○○委員】 

 事務局のほうに。 

【○○座長】 

 ああ、事務局のほう。ではどちらでも構いませんので、どうぞ、直接先生と話をし

たいという人もいるでしょう。 

【○○委員】 

 いやいや。別に拒むわけではないですが、作業効率を考えますと、事務局のほうで

取りまとめいただくとありがたいと思います。 

【○○座長】 
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 ありがとうございます。それでは、少し時間が押してしまっておりますので、事務

局の定岡さん、ありがとうございました。それでは次に移りたいと思います。５番目

でございます。「救急業務実施基準別表見直し」について、事務局から説明を願いま

す。 

【定岡補佐】 

 資料１の 36 ページをお開きください。これにつきましては、第１回のあり方検討

会でご報告させていただいたとおり、ワーキンググループで見直しの検討を行いまし

て、早急に通知等で改正したいということで、もう出しましたので結果報告になりま

すが、よろしくお願いいたします。１枚おめくりいただきまして 37 ページ、この救

急業務実施基準の別表というところに、救急車に備えるもの、あるいは努めるものと

いった資器材が記載してございます。これについて、時間のほうが経過しております

ので、整理・統合・削除、こういった検討を進めてまいったということ。それと右側

でございますが、救急業務の現状としまして、処置拡大、あるいは先ほど来お話があ

るようなＩＣＴの活用等々、新たに追加する必要がある資器材について検討を行いま

した。検討経緯につきましては、１回目が９月、２回目が 11 月ということで、本日

お越しの○○委員にワーキング長をお務めいただいて、検討を進めてまいって、11 月

29日付になりますが、資料６としておつけしております実施基準の改正通知というこ

とで、発出させていただいたところでございます。資料６をご覧いただきまして、お

めくりいただいて、改正についてということで、主な内容についてを記載しておりま

す。まず高度化によって、今までできるだけ載せましょうと努めるものとしていたも

のを、必ず備えましょうと位置づけたということで、ご覧のような資器材。当然今で

はお積みになっているものばかりではございますが、こういったものを新たに努める

ものから備えるものに位置づけた。２番目のほうが、高度化によって、ご覧のような

資器材を新たに位置づけさせていただきました。また、整理・統合が必要なものとい

うことで、これまでばらばらに載っていた資器材について、何々用資器材ということ

で、まとめて記載してわかりやすくしました。あるいは４番に書いてございますが、

警笛、手洗器、まくら、こういったものについてはもう表から削除したというような

ことを、さまざまな検討を加えて改正を行ったということで、事後のご報告になりま

すが、経過等についてご説明さしあげました。以上です。 

【○○座長】 
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 ありがとうございました。これはワーキンググループの長をお願いしております○

○先生、何か追加がありましたらどうぞ。 

【○○委員】 

 特にございませんが、例えば聴診器というのも、努めるものの中に入っておりまし

たので、これも実用に合わせて備えるものに位置づけした、そういう作業でございま

す。以上です。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。いかがでございましょうか。これも既に見直しについての

報告ということになると思いますが、ご意見、ご質問等がありましたらお願いしたい

と思います。どうぞ。 

【○○委員】 

 まだ策定中ということで、議論していただければと思いますが、よくメディアのイ

ンタビューに答えている消防機関等があるのですけれども、病院に勤めている者から

すると大丈夫かなという思いが時々あります。報告書の中にどこか個人情報保護だと

か、あるいは医療倫理みたいなところがちょっと触れられるといいのかなと思います。 

【○○座長】 

 今のは本文の内容ですね。 

【定岡補佐】 

 本文のほうもお示ししたので、本文の内容かと思います。今回は特に実施基準の別

表ということで、資器材の検討でございました。本文のほうもかなり経過していると

いうことで、見直しの必要性はあろうということは事務局でも認識しておりますので、

その辺も含めて考えたいと思います。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。今のは具体的な資器材だけでなく、本文も少し見直したほ

うがいいだろうというご意見でございます。ほかにいかがでございましょうか。消防

の皆さん、よろしいですか。もっともなところが大部分だと思いますので、ご異存は

ないのではないかと思いますが。よろしいですね。これでワーキンググループの質問

にも答えさせていただきました。それでは、全体を通して、ご意見、ご質問がありま

したらお願いしたいと思います。どうぞ。 

【○○委員】 
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 資料１の７ページ、８ページ、ＩＣＴの活用ですが、特にページ８のＩＣＴを導入

した結果、その効果が現れていないというのが 40％ぐらいあります。個人的にはＩＣ

Ｔの導入というのは、私は非常に有効だと考えているんですけれども、これをよく見

てみますと、ページ７にＩＣＴの活用のブルーの棒グラフがありますが、これはＩＣ

Ｔの活用の具体的な中身だと思うのですが、例えば緊急度判定、あるいは情報出力、

活動記録、この辺をＩＣＴで使っていると、ＩＣＴの活用に入っているんですね。と

ころが実際に我々のイメージとしては、病院間搬送での患者のより有効なスムーズな

搬送を中心としたＩＣＴの活用というのが頭の中にあるわけですよ。そうすると、後

ろのほうの２つ、３つは、例えば事後検証に絡むとか、それもあると思いますが、長

い目で見れば現場へフィードバックがかかるんですけれども、実際差し当たって使う

分になると、ＩＣＴの活用の最初の３つぐらいのところが患者のスムーズな搬送とか

かわってくるので、ＩＣＴの導入の効果のところにそれをきっちり分けていただかな

いと。このデータだけ出て、余り大したことないんだなというような捉えられ方をす

ると、今後導入していく上でインセンティブが働かないと思うので、その辺をぜひき

っちり分けて、ＩＣＴの搬入、あるいは患者のスムーズな搬送にかかわる効果を、や

るなら別でもいいですが、ぜひともそういう形で出していただければと思います。 

【○○座長】 

 ありがとうございます。少し検討させていただきたいと思います。確かに活動記録

までそこに入れてというのは、必要なことは必要ですが、別にしようというアイデア

は私も大賛成でございます。確かに今救急隊の中では、出ずっぱりで帰ってくるのが

また夜になった、夕方になったという皆さんもいるわけでございますが、それはやは

り現場で記録まで記入している、あるいは入力しているというところに原因の一つが

あるのではないかとも思います。その辺のところもぜひご検討をいただきたいと思い

ます。ほかにいかがでございましょうか。これで議論は終了させていただきたいと思

いますし、今日のディスカッションで少し足りないところは、もう座長に一任をいた

だければありがたいと思います。それでは、これでマイクを事務局のほうにお返しし

たいと思います。 

【川本補佐】 

 皆様、活発なご議論、ご意見をいただきましてありがとうございました。今後のス

ケジュールとしましては、資料１の最後のページ、39ページにございますように、年
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明けに各班会議、作業部会を経た後、本検討会の最終回につきましては、既に調整さ

せていただいておりますとおり、来年の３月６日を予定しておりますので、皆様ご出

席のほどよろしくお願いいたします。それでは、以上で第２回救急業務のあり方に関

する検討会を終了いたします。本日はありがとうございました。 

 

――完―― 
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